
19．周産期医療体制の現状  

周 産 期 医 療 体 制 図  

総合周産期母子医療センター  

ドクターカー  

（医師、看護師同乗）  
★整備方針‥3次医療圏に1か所（NICU9床以上■MFICU6床以上）  

★機 能①出生体重1，000グラム以下、在胎27週以下の児や新生児外科、  
切迫早産等の重症母1児に対する極めて高度の医療を提供す  
る施設  

②ドクターカーを保有し、要請のあった地域の医療機関へ派遣する。  

③地域のNICU等の空床状況等を把握し、即時的な情報等を提供  
するための情報ネットワークシステムを整備する。  

④研究や教育の援助、地域周産期医療データの分析評価を行う。  
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地域周産期母子医療センター  地域周産期母子医療センター  地域周産期母子医療センター  

地域の医療機関等  

○ 病院  

○ 診療所  

○ 助産所   

★整備方針‥総合周産期母子医療センター1か所に対し、数か所整備  

★機 能◇人工呼吸器を用いた呼吸管理や痘攣に対する常時の治療、糖尿  

病等を有するハイリスク妊婦の分娩を行うなど比較的高度の医療  

を提供する施設  
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Q安心できるお産体制の確保  

・「総合周産期母子医療センター」（合併妊娠症、重症妊娠中毒症、切迫早産、胎児異常等母体又は児のリスクの高い妊娠を対象に、出産前後の   
母体及び胎児、新生児の一貫した管理を行う）に、超未熟児出産支援手当への一部補助を新たに実施  

・「地域周産期母子医療センター」く出産前後の母体及び胎児、新生児の一貫した管理が必要な比較的高度な医療を提供）に、運営費（超   
未熟児出産支援手当を含む。）の一部補助を新たに実施  

9地域の周産期医療施設間の連携、一般救急との連携の施保   

■ 母体搬送コーディネーターの配置、情報ネットワークの整備   

※ このほか、産科医療の確保に関して、産科医療を担う医師等に支払う分娩取扱手当に対する支援等を行う。  
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20．周産期医療と救急医療の確保と連携に関する懇談会 報告書概要（案）  

～周産期救急医療における「安心」と「安全」の確保に向けて～  

1 厚生労働省の組織の連携強化による縦割り解消  

■ 厚生労働省の救急医療担当と周産期医療担当の連携の更なる強化  

（平成21年1月1日 救急・周産期医療等対策室を設置）  

2 周産期医療対策事業の見直し   

・周産期母子医療センターの指定基準について、地域のニーズに沿うよう幅を持た  

せつつ．中長期的視点にたって見直す   

・現行の周産期母子医療センターの診療機能を明示  

3 救急医療・周産期医療に対する財政支援とドクターフィー   

・周産期母子医療センターについて、周産期医療に関する診療実績を客観的に評価  

する仕組みを検討   

・医師の活動に対するドクターフィーのあり方を検討   

・出産育児一時金の引き上げ   

・公務員である医師の兼業規程の運用について周知  

4 地域におけるネットワーク  

・搬送元医療機関等に搬送する搬送体制（戻り搬送）を促進  

5 医療機関等におけるリソースの維持・増強   

・出生1万人対25～30床を当面の目標として、地域の実情に応じたNICUを  

整備   

・後方病床拡充によるNICUの有効利用  

GCUや一般小児科病床等への手厚い看護職員配置による対応能力の強化。  

■全国の重症心身障害児施設等の後方病床や短期入所病床の整備を支援  

指－53  
－275－   



・人的リソースの維持・拡充   

適切に処遇するための医師への手当等に対する支援策を検討。当直翌日の勤務   

緩和、短時間正規雇用や交代勤務制等による勤務環境の改善を推進。新生児科   

の標模や専門医の広告を認めることを検討。  

6 救急患者搬送体制の整備   

・救急患者の病態に応じた搬送・受入基準を作成   

・重症患者に対応する医療機関を定め、地域の実情に応じた受入迅速化、円滑化の  

方策を検討・実施   

・県境を越えた医療機関との救急搬送ネットワークを構築  

7 搬送コーディネーター配置等による救急医療情報システムの整備   

・情報通信技術の活用等により周産期救急情報システムを改良   

・搬送コーディネーターを地域の中核医療機関又は情報センター等に配置  

8 地域住民の理解と協力の確保   

・地域住民への情幸艮公開   

・地域住民の啓発活動  

住民主催の勉強会の開催など地域住民による主体的な取り組みを支援し、住民  

とともに地域の周産期医療を守っていくことが重要。  

9 対策の効果の検証と改良サイクルの構築   

・搬送先決定までの時間等のデータを収集し、地域ごとの実績を定期的に公表   

・周産期救急医療を救急医療対策の中に位置づけるよう、医療計画に関する基本方  

針を改正  

指－54  
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21．総合周産期母子医療センターの整備状況について  

現在、45都道府県において整備済み。各都道府県のセンターは下表のとおり。  

※未整備県は、山形県、佐賀県。  
平成20年8月1日現在   

都道府県   施  名   

聖隷浜松病院  
静岡県  

順天堂大学医学部付属静岡病院   

愛知県  名古屋第一赤十字病院   

三重県  国立病院桟橋三重中央医療センター   

滋賀県  大津赤十字病院   

京都府  京都第一赤十字病院   

大阪府立母子保健総合医療センター  

高槻病院  

大阪府        愛染橋病院  

関西医科大学附属枚方病院  

大阪大学医学部附属病院   

兵庫県  兵庫県立こども病院   

奈良県  奈良県立医科大学付属病院   

和歌山県  和歌山県立医科大学附属病院   

鳥取県  鳥取大学医学部附属病院   

島根県  島根県立中央病院   

倉敷中央病院  
岡山県  

国立病院機構岡山医療センター   

県立広島病院  
広島県  

広島市民病院   

山口県  山口県立総合医療センター   

徳島県  徳島大学病院   

国立病院機構香川小児病院  
香川県  

香川大学医学部附属病院   

愛媛県  愛媛県立中央病院   

高知県  高知県・高知市企業団立高知医療センター   

福岡大学病院  

久留米大学病院  

福岡県        聖マリア病院  

北九州市立医療センター  

九州大学病院   

長崎県  国立病院桟橋長崎医療センター   

熊本県  熊本市立熊本市民病院   

大分県  大分県立病院   

宮崎県  宮崎大学医学部附属病院   

鹿児島県  鹿児島市立病院   

沖縄県立中部病院  
沖縄県  

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター   

45都道府県 75か所   

都道府県  

総合病  

北海道     市立札  

函館中   

青森県  青森県   

岩手県  岩手医   

宮城県  仙台赤   

秋田県  秋田赤   

福島県  福島県   

総合病  
茨城県  

筑波大   

自治医  

栃木県  
環協医   

群馬県  群馬県   

埼玉県  埼玉医   

亀田総  
千葉県  

東京女   

東京都  

母子愛  

東京女  

東邦大  

東京都              帝京大  

杏林大  

日本赤  

日本犬  

昭和大   

神奈川  

北里大   
±E‖＝眉       神芥川県   

東海大  

横浜市   

長岡赤  
新潟県  

新潟市   

冨山県  富山県   

石川県  石川県   

福井県  福井県   

山梨県  山梨県   

長野県  長野県   

岐阜県  岐阜県   

施  名  

院釧路赤十字病院  

立中央病院  

科大学附属病院  

十字病院  

十字病院  

立医科大学医学部附属病院  

院土浦協同病院  

学附属病院  

科大学附属病院  

科大学病院  

立小児医療センター  

科大学総合医療センター  

子医科大学附属八千代医療センター  

都立墨東病院  

育会附属愛育病院  

子医科大学病院  

学医学部附属大森病院  

学医学部付属病院  

学医学部付属病院  

十字社医療センター  

学医学部附属板橋病院  

県立こども医療センター  

学医学部付属病院  

立大学附属市民総合医療センター  

十字病院  

立中央病院  

立中央病院  

立中央病院  

立こども病院  

総合医療センター  
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22．周産期医療ネットワークに関する実態調査の結果について  

平成 20年12月  
雇用均等・児童家庭局  

母 子 保 健 課   
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本調査は、平成20年10月27日付け通知に基づき、各都道府県の周産期医療ネッ  

トワークの実態等の把握を目的として実施したものである。（調査時点において周産期  

医療ネットワーク未整備2県を含め調査。）  

◎周産期医療ネットワーク関係  

平成20年度の状況について、47の全都道府県担当者からの回答を集計したもの。  

1 周産期医療協議会（20年度実施（予定も含む））  

（1）全都道府県（47自治体）において、周産期医療協議会を設置済み。  

（2）周産期医療協議会の開催回数は、平均1．8回／年。  

2 NICU等の充足状況についての認言  

（1）NICUの充足状況の認識は、「（ほぼ）充足している」が24自治体、「不足し  

ている」が23自治体。  

（2）MFICUの充足状況の認識は、「（ほぼ）充足している」が33自治体、「不足  

している」が12自治体、「把握していない」が2自治体。  
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○全都道府県のうら、周産期医療関係者研修を開催しているのは44自治体。  

4 周産期救急情報システ  r
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 （1）総合・地域周産期母子医療センター等の空床状況等の応需情報を提供するコン  

ピュータシステムを設置しているのは37自治体。うら一般救急システムと連  

携しているのは18自治体。  

（2）応需情報の更新頻度については、「リアルタイムでの更新」が4自治体、「概ね   

1日に2回更新」力服台体、「概ね1日に1回更新」が21自治体、「医療  

機関により異なる」が2自治体、「その他」が2自治体。  
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※「最終的には、送り側と受け側の医師同士の直接の対話（電話）が必要であり、情報   

システムの有用性はきわめて限局的」「受け入れられる医療機関が限られているため、   

システムを利用するより、直接電話で連絡した方が早い」「繁忙な医療機関において、   

応需情報をリアルタイムで入力するのは困難」といった意見もあった。  

周産期医療に係るコーディネーターの配置につい  

（1）全都道府県のうら、ハイリスク妊婦の搬送コーディネーターを配置しているの  

は5自治体。  

（2）全都道府県のうち、ハイリスク新生児の搬送コーディネーターを配置している  

のは2自治体。  

6 管内に複数の総合周産期母子医療センターが指定されている都道府県につい  

○該当する都道府県は14自治体。うら、周産期医療の調整を行う基幹病院を定   

めているのは4自治体。  

他県と  

○県境地域の周産期の搬送体制について、他県と協議の場を持つなど連携を因って   

いるのは12自治体。  

※他県と連携していない自治体における主な理由は、「県外搬送の実績がない（少  

ない：）」「県問では連携していないが、病院間の個別の連携により搬送・受入が  

行われている」などであった。  

助産所との連携について  

○管内に分娩を取扱う助産所が存在するのが39自治体。うら、同産期医療ネット   

ワークに助産所を組み入れているのは、30自治体。  

現状の周産期ネットワークにおける問題点（主なもの）  

○産科、小児科の医師不足や看護師不足により、現状維持の確保に苦慮している。  

○地域の産科の減少により、正常分娩の妊婦までが、総合・地域同産期母子医療セ   

ンターに集中している。  

○周産期医療情報システムにおいて、医師が入力を行っているため、多大な負担を   

かけていることから、入力を行う補助者を置＜など、環境整備が必要。  

指－57   －279－  



◎総合周産期母子医療センター  

各センターからの回筈を集計したもの。特に言及している項目以外は直近の状況。  

（1） NICUについて  

ア） 病床数（有効回答75センター）  

NICU病床数   6   9   12   15   18  20   21  22以上   

センター数   4  32   19   6   4   6   3   

割合（％）   5．3  42．6  25．3  8．0  5．3  1．3  8．0   4．0   

イ） 病床利用率（有効回答74センター）（※19年度実績）  

病床利用率（％）  一〉70   ～80   ～90   ′、′100   

センター数   2   2   14   56   

割合（％）   2．7   2．7   18．9   75．7   

ウ） 平均入院期間（有効匝害73センター）（※19年度実績）  

平均入院期間（B）   ′｝20   ′〉30   へ′40   ～50   ′、′60   ～70   

センター数   23   32   12   3   2   

割合（％）   31．、5   43．8   16．4   4．1   2．7   1．4   

工） 後方病床数（有効回答75センター）  

後方病床数  ～10   ′・一20   ′｝30   －40  41以上   

センター数   8   30   30   4   3   

割合（％）   10．7   40．0   40．0   5．3   4．0   

（2） MFICUについて  

ア）  病床数（有効回害75センター）  

病床数   3   6   9   10   12   15   

センター数   4   49   15   4   

割合（％）   5．3   65，3   20．0   1．3   1．3   与．3   1．3   

イ）病床利用率（有効回答71センター）（※19年度実績）  

病床利用率（％）  ～50   ′〉60   ～70   ～80   ～90  ′〉100   

センター数   8   6   9   8   23   17   

割合（％）   11．3   8．5   12．6   11．3   32．4   23．9   

指－58   
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ウ）後方病床数（有効回答71センター）  

数  ～10  ′〉20  ～30  ～40  ～50  51以上  数  24  25  10  8  2  2  ヨ  33．8．  n  35．2  14．1  11．2  2．8  2．8   
（3）搬送受入が出来なかった理由（※19年度実績）   

ア）新生児搬送受入が出来なかったケースがあったセンターは、・42センタニ／  

有効回害70センター  

うち搬送受入が出来なかった理由について回答のあった42センターの理由別  

センター数の割合（複数回筈）  

由   NICU満床  診察可能医師不在   その他   

ー数   41   5   12   

％）   97．6   11．9   28．5   

イ）母体搬送受入が出来なかったケースがあったセンターは、54センター／有効  

回答74センター   

うら搬送受入が出来なかった理由について回答のあった53センターの理由別   

センター数の割合（複数回筈）  

∃   N暮CU満床  MFICU満床  診察可能医師不在   その他   

ー  49   31   12   30   

％  92．5   58．5   22．6   56．6   

センタ  

割合（  

（4）夜間・土日の医師の当直体制   

ア）新生児科（NICU）の当直体制は、医師1人の施設が60センター、医師  

2人以上の施設が15センター（有効回答75センター）  

イ） 産科（MFICU）の当直体制は、   

・MFICU6床以下の53センターのうら、医師1人が37センター、医師  

2人以上が16センター   

・MF：lCU7床以上の22センターのうち、医師1人が6センター、医師2  

人以上が16センター  

（※ 土日の昼間が複数医師での勤務体制であっても、夜間当直カキ医師1人のセン   

ターについては、医師1人当直として集計。）  
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（5）救命救急センターの指定を受けているセンターは、53センター／有効回答75  

センター  

※ 救命救急センターの指定を受けていない22センターについては、   

ア）脳血管障害合併症（疑いを含む）の妊婦に対し、自施設で対応可能な施設が   

14センター、自施設で対応できないが近隣に対応可能な医療機関が存在する  

のが8センター、   

イ）急性心疾患合併症（疑いを含む）の妊矧こ対し、自施設で対応可能な施設が   

13センター、自施設で対応できないが近隣に対応可能な医療機関が存在する  

のが9センター、   

ウ）妊娠中の交通外傷など外傷患者に対し、自施設で対応可能な施設が15セン  

ター、自施設で対応できないが近隣に対応可能な医療機関が存在するのが7セ  

ンター、   

工）妊娠中のDIC、敗血症など急性かつ重症患者への対し、自施設で対応可能  

な施設が19センター、自施設で対応できないが近隣に対応可能な医療機関が  

存在するのが3センター、である。  

（6）ドクターカーを保有しているセンターは、47センター／有効回答75センター  
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◎地域周産期母子医療センター  

各センターからの回答を集計したもの。特に言及している項目以外は直近の状況。  

（1）運月∃状況   

039都道府県において、236センターが認定されている  

うら、6センターが現在休止中   

0230センターのうち、産科部門については、  

・218センターがハイリスク妊娠に対応している  

・9センターが原則としてハイリスク妊娠には対応していない   

・1センターが現在、産科診療の取扱いを休止中   

・2センターが、認定時から産科を標模していない   

0230センターのうら、新生児部門については、   

・136センターが新生児特定集中治療管理室加算の対象となっている。   

・11センターが上記の加算対象ではないが、新生児科専任医師が勤務しており、  

ハイリスク新生児への対応を行っている   

・82センターが新生児科専任医師が勤務していないが、常勤の小児科医又は産  

科医が新生児医療を担当している  

・1センターが現在、新生児医療の取扱いを休止中  

（2）N t CUについて（診療報酬非加算を含む）  

病床数（有効回答229センター）  

し」病床数   ～6  ～9  ～12  ～15  ～18  19以上   

－一致   147  44   18   5   4   

％）   64．2  19．2  7．9  4．8  2．2   1．7   

（3）搬送受入が出来なかったケース（※19年度実績）   

ア）新生児搬送受入が出来なかったケースがあったセンターは、59センタニ／  

有効回答179センター  

イ）母体搬送受入が出来なかったケースがあったセンターは、89センター／有効  

回答181センター  

（4）救命救急センターの指定を受けているセンターは、75センタ「／有効回答23  

0センター  

※ 救命救急センターの指定を受けていない152センター（産科言多療を休止中の  
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センター等を除く）については、  

ア）脳血管障害合併症（疑いを含む）の妊矧こ対し、自施設で対応可能な施設が   

98センター、自施設で対応できないが近隣に対応可能な医療機関が存在する   

のが47センター（有効回答145センター）  

イ）急性心疾患合併症（疑いを含む）の妊婦に対し、自施設で対応可能な施設が  

108センター、自施設で対応できないが近隣に対応可能な医療機関が存在す   

るのが37センター（有効回答145センター）  

ウ）妊娠中の交通外傷など外傷患者に対し、自施設で対応可能な施設が113セ   

ンター、自施設で対応できないが近隣に対応可能な医療機関が存在するのが2   

9センター（有効画害142センター）  

エ）妊娠中のDIC、敗血症など急性かつ重症患者への対し、自施設で対応可能   

な施設が115センター、自施設で対応できないが近隣に対応可能な医療機関   

が存在するのが30センター（有効回答145センター）である。  

（5）ドクターカーを保有しているセンターは、59センター／有効回答230センタ  
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周産期医療ネットワークに関する実態調査について  

コンピューターによる周産期救急情報システム  イリスク妊婦の  助産所のネッ  
番  係者研傾の実  搬送に係るコー  
■rヲ■   有無   更新頻度   ディネーターの配  

置の有無   置の有無   無   有無  
北海道   ○   ○  （⊃  ○   ○   単独   1日l回以上の更新が基本   ×   ×   X   ×   ×   

2  青森県   （⊃   ○  ○  ○  ○   一般の救急医療のシステム   概ね1日に1回更新   ×   X   〉（   X  

岩手県   ○  （⊃  ○  ○   ○   一般の救急医療のシステム   概ね1日に2回更新   ×   ×   ×  

宮城県   （⊃  ○  ○  ○   （⊃  一般の救急医療のシステム   概ね1日に1回更新   ＊   （⊃  

5  ．秋田県  ○  t O  ．0  ー Cl  0  ．一般の救急医療のシステム  概ね12時間に1回更新   X   X   〉く  】引秋田県   ○  t O      Cl      ー Cl  0  一般の救急医療のシステム  概ね12時間に1回更新   X   X  〉く  
6  山形県   ○  （⊃  ○  （⊃   ×  X   ×  

福島県   ○   ○  ○  ○   ○   一般の救急医療のシステム   概ね1日に1回更新   〉く   X   X   0  

8  茨城県   （⊃  ○  ○  （⊃   ○   一般の救急医疲のシステム   病院により異なる   ×   X   X   ○   ×   

9  栃木県   ○  ○  ○  ○   （⊃  一般の救急医傾のシステム   概ね1日に1回更新   ○   ○   ×   ×   ×   

10  群馬県   ○  ○  ○  （⊃   ○   単独   概ね1日に1回更新   ×   〉く   X   0  

埼玉県   ○  （⊃  （⊃  ○   ○   単独   概ね1日に1回更新   ×   ×   ×   ○  
lZ  千葉県   ○  ○  ○   C〉   ○   一般の救急医療のシステム   1日に2回更新   0   ×   ×   0   ×   

13  東京都   0  ○  ○  ○   ○   里独   リアルタイムでの更新   ×   ×   ×   （⊃   X   

14  神奈川県  ○  ○  ○   ○   （⊃   一般の救急医環のシステム   定期的に朝夕2回以上   ）く   ×   ×   ○   ヽ   
新潟県   （〕  （〕  （⊃  ○   ○   単独   概ね1日に1回更新   ×   〉（   C〉   ○   ×   

】6  富山県   （⊃  ○  ○  （⊃   ○  一般の救急医療のシステム   概ね1日に1回更新   ×   〉く   ⊂）  

＝  石川県   （⊃   ○  （⊃  （⊃   ○   単独   リアルタイムでの更新   X   ×   ○   ○  
‖i  福井県   （⊃   C〉  ○  ○   ○   単独   概ね1日に1回更新   ×   ×   ○   ○  
19  山梨県   （⊃   ○  ○  （⊃   X  ×   〉く   ）く   ○  
20  長野県   ○   ○  ○  ○   ○   一般の救急医療のシステム   概ね1日に1回更新   ×   X   ×   ○  
21  岐阜県   （⊃   ○  ○  ×   （⊃  一般の救急医燻のシステム   概ね1日に1回更新   ）く   ×   ×   0  

22  斡同県   ○   ○  ○  C〉   ○   三三 ●；   概ね1日に1回更新   X   ×   ×   ○   ×   

23  愛知県   Cl  ○  （⊃  （⊃   ○   単独   概ね1日に1回更新   ×   ×   ×   ○  
24  三重県   ○  ○  ○  ○   X  ×   

X   0  0  
25  滋賀県   C〉  ○  0  （⊃   ○   単独   概ね1日に1回更新   X   ×   0   ○  
26  京都府   （⊃  （⊃  （⊃  ○   ○  一般の救急医療のシステム   概ね1【】に2回更新   （⊃   （⊃   0   ○  

大阪府   ○  ○  （）  ○   ○   単独   概ね12時間に1回更新   Cl   ×   ○   ○   C）   

28  兵庫県   ○   （〕  0  （）   0   単独   リアルタイムでの更新   ×   ×   ○   （）  

29  奈良県   ○  ○  （⊃  ○   ○   単独   概ね1日に1匡l更新   ○  ×   ○   0  

30  和歌山県  ○   ○  ○  ○   ○   旦独   最低1日1回以上更新   ×   X   （⊃   ○  
コ1  鳥取県   （⊃   ○  ○  ×   ×  ×   ×   ×   ）：  

32  島根県   ○   ○  ○  （⊃   Cl   その他システムと連携   変更があれば更棄斤   ×   X   X  

33  同山県   ○  ○  ○  ○   （⊃   一般の救急医療のシステム  医療機関により、煉度は異なる   X   X   ×   ×   C）   

34  広島県   ○  ○  ○  ○   ○   ×   ×   ×   ×   旦独   リアルタイムでの更新  （⊃   

35  山口県   0   ○  （⊃  ○   0  一般の救急医標のシステム  概ね1日に1回で更新を依頼   ×   〉く   ）く   ×  

36  徳島県   ○  ○  ○  ○   ×  ×   X   （⊃  

37  香川県   （〕   ○  （⊃  ○   （⊃   一般の救急医府のシステム   朝と夕方の各1回   ×   X   X   ○   ）く   

コ8  愛媛県   ○   ○  ○  ○   ○  一般の救急医債のシステム   1日にZ回更新を依頼   ×   ×   ヽ   0  

09  高知県   ○   ○      ○      ○   ○  一般の救急医横のシステム   概ね1日に1回更新   ×   ×   ×   0  

40  福岡県   （）   ○  ○  ○  ○   単独   概ね1日に1回更新   ×   〉く   ×   ○   
×  

0   

41  佐賀県   ○   （⊃  （⊃  0  ×   ×   ×  

4Z  長崎県   ○  ○  ○  ×   X  ）く   〉（   ×   ×  

43  熊本県   ○  （⊃  ○  （）   ○   単独   入退院の動きがあった時点での更新   ×   ×   ×  

44  大分県   （⊃   ○  （⊃  ○   ○   単独   概ね1日に1回更新   ）（   ×   ）（   ○  
45  宮崎県   （⊃   （⊃  ○  ○   〉く  X   ×   ×   ○  
46  鹿児島県  ○   （⊃  ○  ○   ×  ）く   X   〉く   0  

47  沖縄県   （⊃   ○  ○  0   X  ×   ×   ×   X   

合計  47   

×  
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総合周産期母子医療センターについて  

N    I    C    U  M     F    I    C     U  

NICU に併設さ  搬送不可  
れた新生 児の回復  救命救急 センター  

の指定状  

況  ドクターー ヘリ保有  ドクター カー保有                         期治療室 （いわゆ   MFIC Ulこ併拉 された産 科の国旗  一般の塩 科病床 （左l己阜 除く院内 の崖科病   事例の有 無  

新生児  圭）  l宋）   母体  

Cl   0   0   lZ  4．3g9  t9，ZO  355  100．00  ZZ9   2ヰ  有   3．07ヰ  9．30  5ヱ  93．32  柑   lO  無   

■   ○   9  3，川5  10．50  90  9丁．00  30Z   21  撫   6  1．84l  9，50  100  84，00  柑ユ   21  有   

○   0   9  3．309  25．80  37Jl  100．00  3．Z03   2】  有   2．1g6  2丁．20  2こI3  98．80  2．098   ほ   Z3  有   

4  ○   0   3．66l  川．40  銅  83．30  Zll   15  不明   9  乙938  14．20  ヱ丁  ‘88．90  ZO4   6   ○  有   

5 x 0   柑  8．309  2了．！○  1ヱ1  95．80  Z4  有   36丁  乙60    12．80  1ヰ2   9l   ○  有   

6 x 0   Z   7．629  20．30    錮．50  p24   ユ0  有 1．引1  ヰ．90  引  70．00  3之3   0   有   

○   0   4．325  ユ3．00  150  拍．00  13  有   2．900  19．00  60  89．0（l  l（け   0   30  有   

8  X   0   Z   柑  6．¢88  19★10  90  100．80  3ZT   20  有   6  2．560  丁．10  6l  l00．00  316   3   椙  有   

9 O 0   9  2．497  28．00  60  76．00  89   18  有   6  1．引○  8．00  18  丁3．銅  205   川   0  有   

10  〉く   0   15  5．277  1之．40  88l  98．10  3S  有   8  l．，58  6．10  ち6  8，．10  30丁   26   ○  有   

○   0   0   10  有   12   有   

12  ○   9  2．6TO  16．30  366  81．06  川l   8  ■   1．D14  12．tO  甜  92．錮  01   10  有   

1コ  ○   0   0   2．9一川  2l．80  拍  89．8之  t3Z   9  有   6  t．639  6．30  37  †4．86  24S   0   14  無   

14  ○   0   6  2．日用  柑．60  8丁  拍．90  l川   T8  無   3  894  7．20  55  81＋10  125   コ7   8  無   

15  X   0   ヱ   15  4．910  之8．40  605  89，l川  ZO  有   577  5．60  6l  祁．Z8  103   0   33  有   

X   0   柑  5．051  1丁．70    9乙3ロ  Z86   3ヱ  有   1．80Z  13．10    8乙30  138   ○   44  有   

り  Cl   0   0   3．284  10．90  90  100．00  30I   12  肴   8  る26  乙80   1l＋18  222   29   0  有   

柑  ⊂）   ○   Z   9  ユ．265  31．40  90  99★10  ttJ   ヱ5  有   6  1．88Z  7．tO  46  85．TO  ○   30  有   

柑  ○   0   0   9  3．112  2，，lO  32こl  粥．耶）  t07   15  ■   6  2．35l  ZZ．40  95  88．ZO  105   14   ○  有   

20  ×   ○   Z．178  45．40  94  99．45  t6t   無   9ユ丁  75．叩  95  15．5†  川   8   30  有   

21  ＞：   0   3．195  ¢2．60  90  ，丁．00  Zl  無   1．86Z  10．90  3l  84．80  3：IO   ユ○   ○  ■   

2Z  ○   0   0   3．1引；  lT．40  106  18．80  柑3   ユ  ■   8  Z．＝氾  川，90  98  98．耶）  150   0   ZO  無   

23  （⊃   0   2   15  5，513  33．00    l00．00  30  無   乙044  丁．00  20  93．08  311   Z8   有   

24  0   0   0   27．30    97．30  123   宥   36¢  9．30  61  69．40  85   6   20  有   

Z5  （⊃   0   9  3．293  19．60  8＄  100．00  ＝柑   ZO  有   l．15l  8．90    45．7（I  柑   0  有   

26  ○   之   9  ユ．880  川．80  8丁  100．00  Z62   14  ■   3．271  6．50    ！柑，30  153   0  有   

27 O 0   3   8．380  Z3．87  202  69．40  348   99  ■   12  3．8丁5  5．93    88．20  524   25   0  辛   

〉く   ○   3．389  40．60  89  99．20  81   21  不明   6  1．947  】ヰ．20  80  8：I．00  129   33   0  有   

29  ○   0   0   ほ  3．8TT  23．20  別  88．2丁  柑7   柑  有   有   
30  0   0   3．2：〉5  38．50  90  OT．78  84   ●   1．30Z  8，60  53  拍．33  16丁   3l   0  有   

3t  ×   ○   15  3．5柑  16．00  90  6l．10  ZZO   43  有   1．49丁  7．40  14  68．20  ZOl   12   有   

32  ○   0   9  3．290  25．00  90  99．88  132   24  無   8  1．878  t2．0（）    85．5Z  柑   ○  k   

33  X   0   ○   9  3，308  ・3P．30  90  100．00  89   12  無   6  0   30  ●   

34  ○   0   1乙針柑  Zt．ZO    98．65  44  無   6  904  5．60  ＝  ㈹．12  ＝‖   16   0  ■   

35  （⊃   0   0   12  4．P小  25．10  361  100．00  柑丁   18  ★   6  l．叩l  5．2（）  1l  86．帥  3印   ○   20  ★   

コ¢  ○   0   0   4．235  Z3．81  248  弼．10  Z33   柑  ■   之．023  31．7Z  川  92．10  1神   0   ZO  ■   

コ7  ×   0   0   2．859  24．10  引  86．77  無   1．丁45  柑．80  柑  川．46  138   8   10  無   

38  ○   0   0   20  3．Z95  之7．ZO    108．∝l  Zl  有   2．096  ‖．20    95．40  】49   12   柑  有   

39  X   0   0   2．157  13．1D  拍  ミ柑．50  ■   554  6．50  川  50．60  り  ■   

1q  ○   0   9  乙758  Z5．80  1叩  8こI．70  ltO   15  有   9  Z．845  川．10  81  86．印  ＝柑   柑   ○  無   

小  ○   0   丁．428  35．40  ‡ユ1  96．90  Z川   1¢  ■   9  2．引H  13．30  丁3  祁．50  ＝柑   38   3ユ  無   

4Z  ×   ○   3．3】1  24．30  90  100．00  26  ■   引川  5．70    3】．10  1ZO  ・12   有   
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医  師  の  鮎  摘  状  況  「  
【  立  村  部  門  の  正  好  敷  】  【 新  生  児  糾  門  の  医  師  数 】  【  医  師  の  当  直  体  制  】  

①用度則センター（産I斗）の専任眉湖    ②（D以外で8中、産科鯵療（分娩）に  従事する産科・産I■人相医師    （D日勤＃は分娩に徒事しないが、当止  や緊急時に分娩に関与する医師  新生児料の専任l孟師  新生児何の書任ではないが、HICUでの鯵   療にも従事する小児科医  度柑（MFICU）  新生児科（NICU）  

幕1わ医師】欧  常勤医l挿致  
（研修医・レ  

ジテント警除  ジデントを障  鴛l射乏師覿 （研陣伍・レ   

く1   （l   

0   0   0   0   ○   D．l   0   0   2   ヱ   】 1   

lZ  1  0  l  U  1  0   6  1  0】   0  l  U  i  O】  】l  l   ・ 0  l  ¢  3   1  0  1  ¢l   i  t  l  l  l  l  1  11  】l   0   U   0   6   0   0   il  0   ・ 0   ¢   j - 0   0   

0   0   0   ○   0   0   4   之   0．2   5   4   ■ 0．5   

0   0   3   ○   0   0   0   4   0．8   0．5   2   

9   0   0   0   0   0．丁   0   0   2   】2   2   2   0   0   0   2   Z   Z   Z   2   

0   0   3   0   0   0   0   0   0   3   0   0   2   2   

3   0   0   0   ○   0   0   5   0   ○   ○   ○   0   Z   

0   0   り   0   0   3   0   0   0   

○   9，45   0   0   0   0   tl．95   D   9．5   ○   0   2   Z   2   

10   0   ○   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   2   

コ   0   4   0   0   0   3   0   0   0   8   2   Z   

○   0   0   0  0   5   Z   0   0   0   

0   3．6   0  0  0   Z   5   0   3   0．6   

3   0   0   0   0   0   0   0   ○   0   0   ○   
5   l   0   0   0   0   0   0   0   2   0   6   0．5   

4   1   0   0   0   ○   0   0   0   l   3   0   0   0   

0   0   0   0   5   0   0   3   0   0   0   0   

川   0   0   0   0   0   3   3   0   ○   0   D   

0   0   4   0   ○   0   0   ロ   0   0   

20   0   0   0   0   0   0   

1   0   0   0   0   ○   0   0，2   5   0   0   2   ○   ○   
22   0   0   0   0   ○   0   ○   1Z   0   0   

0   0   0   1   ○   0   ○   0   0．4一  ○  0   0   

24   0   0   0   ○   0   0．1   0   ロ   
Z5   0   0   0   0   0   5   ○   0   0   3   ユ   3   

8   0   0   0   ○   0   5   3   ○   0   0   0   

l   1．46   0   8   0   0   0   0   0   1．93   2   0   0   2   

0   0   5   0   0   0   2．6   4   1．5   0   0   2   2   

4   0   0   0   0   0   l   0   13   0   J   

30   之   0   0   0   ○   0   0   4   ○   0   

0   0   0   0   0   0   ○   ヰ   3   0   ○   0   

32   1   0   0   3   3   ○   2   0   0   4   之   0   0   0   

0   0   0   0   数人   3   0   0   0   0   

0   4   ヱ   0   0   0   ヱ   0．Z5   5   0   0   2   2   2   3   

0   3   D   ○   ○   5   Z   0   0   0   0   Z   之   ヱ   
ユ   0   0   0   ○   0   0   0   5   3  0   0   0   0   

37   0   0   0   0．l   0   0   0   D   0   0   0   0   

l   0   0   0   ○   0   0   0   5   0   0   0   8   

0   0   0   0   ○   0   0   8   8   0   0   0   0   0   

㈹   0   0   0   0   0   0   0   0   ○   0   ○   
〃   D   0   ○   0   0   0   0   0   0   0   ○   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   D   0   0   0   
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N    I    C    U  M    F    I    C    U  

NICU に併投さ  MFIC Uに  

れた新生  
救命救急 センター  ドクター ヘリ保有  ドクター カ ■  併収 された産  

ー保有  

児の圃檀   実人員 （人）   

∪）  新生児  科の回復   母体   

43  ○   0   0   9  3．0的  ZZ．90  89  氾．30  1引   ■   1．570  8．50  川  TO、00  181   川   ■   

44  ○   ○   3．ココl  2】．60  275  川0，00  g；l   不明   1．Z50  13．2【l  103  5も．90  0   3l  有   

45  ×   0   9  3．Z4ヰ  柑．70  104  9l．80  川5   与  有   6  2、12l  15．20  57  p‘．70  110   祁   0  有   

46  （）   ○   9  ユ，0乃  川．小）  93  9ユ．30  川7   Z5  ■   6  l．t20  l0．抽  67  5t．00  103   0   50  有   

4丁  0   ¢   ほ  4．コ8ユ  1乙80  208  】00．00  358   24  有   12  1，257  川．20  1日  l00．00  ユ3l   ○   50  肴   

48  0   0   2   9  3．340  58．80  00  108．00  t04   30  有   Z．印5  ，．80  tl  ¢8．90  28】   29   0  有   

掴  X   0   3，8糾  Z8．60  叩  朋．13  t36   ヱ○  有   6  508  7．10  川  23．13  †2   1Z   ○  有   

50  ○   0   24  8．378  2乙90  366  95．㈹  325   2之  有   ；5  5．338  川．60  200  07．20  2（；l   引   11  有   

51  ○   ○   ヱ   2．984  8．ZO  Z50  91．10  103   ■   6  1．348  3．70  123  引．印  1引   lO  ■   

52  X   0   0   5．Z63  4Z．ユ0  ZこI8  9l．2q  40ヰ   之5  ■   8  1．2川  川．50  8Z  55．40  ZOO   35   ○  有   

5ユ  ×   ○   0   3．206  柑．00  193  ，丁．68  26  書   6  1．5Tl  ヰ．叩  耶  Tl，7ヰ  1醐   帥   ○  有   

54 O 0   0   4．057  26．20    g2．00  176   ヱヰ  有   2．51S  5．印  朗  祁．00  424   33   0  有   

55  ○   0   3，198  20．90  98  ，7．10  153   有   6  t．70ヰ  12．00  70  7丁．帥  ○   丁5  禰   

56  ○   ○   4．3g2  93．00  之4  有   3，ヱ9l  8l．00  り9   有   

（⊃   ○   0   4．380  け．00  90  98．60  2印   10  有   乙t90  8．40    帥．10  230   ○  100  有   

5tl  ○   0   4．289  21，60  ユ65  9丁．TO  柑8   Z4  有   10  2．54ヰ  8．10  109  †0．00  28p   20   10  有   

59  0   ○   3．901  Z3．50  368  89．17  Z4  有   9  1．8朋  l．70  6Z  55．56  3脚   43   ○  有   

60  0   0   5．489  26．00  j6コ  的．98  2ほ   有   ユ．957  ¢．70  〃  90．09  591   2ヰ   0  有   

61 O 0   ○   4．コ50  Zl．80  90  99．2（〉  200   33  有   9  2．8丁4  l0．10  ll  63．00  206  10  有   

6Z  ）く   0   5．280  川、00  88  粥．Oq  3川   Z2  有   6  858  2．00  1l  38．00  101   ○   24  有   

田  （⊃   0   柑  6．259  26．90  95  g5．00  245   有   6  1．了63  8．90  Zl  80．30  218   1丁  有   

6－l  （⊃   3．255  之l．00  1川  74．00  1ヱ0   12  不明   9  乙9Z4  9．00  9l  89．00  Z5g  3Z  不明   

65  （⊃   0   Z   2．878  3ヱ．30  366  88．70  154   12  有   6  1．706  2l．80  川  95．50  Zl：l   ほ   柑  有   

55 O ○   ○   lZ  3．Z76  32．tO  1．18丁  99．15  tO2   川  有   1．3Z7  10，60  朋  G0．13  125   10  有   

67 O 0   3．3Z之  31．80  Z54  100．00  2T  不明   31l  18．00  6l  85．80  Z3   ほ   有   

棉  ○   0   0   5．Z76  3Z．20    80．30  柑4   14  ★   3．049  1t．50  95  9乙8【I  川   有   

89  ○   0   3．193  34．90  28丁  96，90  173   16  無   1．795  g．50  1柑  8t．－○  ヱ丁6   川   ■   

70  ○   ○   0   ほ  3，923  59．50  】54  押．00  I3Z   8  有   1．00：l  lZ．00  68  5Z．00  93   0   25  有   

71 O 0   ○   コ．065  33．00  243  93．00  川  有   9    乙30    6．40  93   15   ○  ■   

72  X   0   6．6丁2  26，90  90  92．30  之65   無   1．丁錮  9．印  1l  8Z．10  ○   ■   

丁：】  ○   0   朗  1l．90  60  8g．40  65   24  有   Z9Z  4．00  Z8  引．Oq  360   ○   24  ■   

丁4  X   0   7．501  15．80    98．00  ヰ74   有   1Z  3．3陀  8．90    乃．00    合わせて、00床   有   

75 O 8．026  Z3．70  1ユ9  87．70  無   合わせて、M床   有   
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医  師  の  勤  梯  状  況  

【  産  科  卯  Fl  の  医  師  数  】  【 新  生  児  釦  門  の  医  師  数 】  【  医   師   の   当   直   体   制  】  

①周産期センター（産科）の専任医飼    ②①以外で日中、産科持府（分娩）に  従事する産科・産婦人科医師    ③日動譜は分娩に従事しないが、当直  や緊急時に分娩に関与する医師  新生児科の専任医輌  新生児科の書任ではないが、HICUでの鯵   
凱＝も従事する小児科医  産科（MFICU）  新生児糾（NICU）  

罵】帥l豊か‖杖  罵l乃l良師獄  一二肝二≡tミ・  

ジデントを除  （研修医・レ ジデントを除  
（研炸医・レ    研修医・レジ デントの蝕  非鳶動医師   （研は医・レ ジデントを除  

くl   

43   4   0   0   0   0   0   2   0   ○   5   0   0   0   0   

一日   3   0   3   0   0   9   0   0   ○   0   

．45   1.. ワ   ク   S . 4   つ   B . 7.. 9．   ウ   つ   つ   t  1  t  l  t l   】45  1  1  l  ワ  l  ク  1  R  1  4  l  つ  つ  l  9  l  T  1  9   ウ  l  つ  l  つ  l  

購   IO   Z   0   0   D   0   0   0   0   0   0   0   0   2   Z   2   3   3   3   

l了   0   0   3   8   乙8   川   10   0   3   0   Z   3   3   2   2   2   

48   3   0   0   0   0   0   0   之   0   0   0   0   3   3   3   

49   3   0   0   0   0   ○   0   0   0   0   0   0   0   

50   8   0   0   0   3   0   0   0   0   Z   

0   0   8   0   0   0   0   0．3   0   0   Z   Z   2   

0．8   0   0   0   0   0   0   0   0．Z   0   2   0   

0   0   0   0．3   0   0   】．4   2   ○   0   0   0   ヱ   之   
5」l   10   0   】0   0   0   0   0   0   0   ○   0   3   3   2   

13   0   0   0   0   り   D   0   ○   0   0   3   3   3   

56   】0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   3   3   Z   

57   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   

58   0   10   ○   0   0   0   0   0   3   ユ   
3   0   0   0   3   0   10   ○   0   0   3   3   

60   5   0   0   0   0   Z   0   0   0   0   6   0   2   2   2   

4   ト6   0．8   0   0   0   0   0．8   0．2   Z．4   Z．4   0   0   0   2   

0   0   0   0   0   0   0   Z．7   4   0   0   0   0   Z   2   

63   n   0   0   0   0   0   0   5   0   0   8   J   2   2   Z   

1   0   0   t．2   0   0   0   5   0   0   8   2   0．3   2   2   Z   

8   3   0   0   0   0   0   0   0   0   ○   0   0   之   Z   

0   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   2   

0   0   5   0，6   0   5   0   0   0   0   6   0   0   

68   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   Z   3   0   3   0   

70   0   0   0   0   0   0   ○   ロ   0   0   ○   3   0   

0   0   0   0   0   5   0   0   0   0   ○   0   0   

0   0．2   0   0   0   0   0   ○   0   D   0   0   2   2   

○   0   0   0   0   9   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   ユ   3   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
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地域周産期母子医療センターの運用l；ついて  

N I C U  攫  用  状  況  

NICUに併  搬送不可ヰ欄  【  斬   生   児   糾   n  】  
放された斬生  の肴★  

救命救急セン  ■床数  ′ヽ  
lt斬 室生  

ターのIIE状 況  ドクターヘリ 良書の台数  ドクターカー 保有の台数          児の Ll●▲．i二’ くいわゆるG  （好慶事l以非  対イ  椚イ  原ハ  てとリ  
加暮）   

応リ  
CU）   しス  いしス  い  

てク  なてク い対娃  
断崖児   母体  ・ 管児 ー℃筈 ■■ の中  

応Il  
lこ  しは   ：て、          対治   

I O 0   ○   ほ   ○   柑  有   ユ8  ■   0  0  

2  ○   ○   6   ○   20  書   0   lO  不明   0  0  

ユ  ○   1   0   l  有   0   有   Cl  0  

4  ★   0   ○   8   ○   ，  ■   ○   30  ●   0  0  

5  ★   0   0   6   ○   2Z  有   8   之6  ●   0  0  

6  0   ○   q   ○   1   8  ■   ○   20  雷   0  0  

○   l   ○   ほ  ★   ○   之，  青   0  ○  

8  0   8   ¢   ほ   5  ■   ○   ヱ丁  書   0  ○  

9  （⊃   0   ○   l   0   右   ¢   ll  有   0  0  

tO  ○   0   ○   t‡   3   ZO  肴   l   叫  有   0  0  

Cl   ○   ○   ○   3   8  ■   0   t2  書   （⊃  0  

12  0   ○   5   0   t5  不明   ○   ヱ7  ★   0  0  

lj  ○   ○   ○   ，   ○   ○  ■   ○   有   CI  0  

14  （）   ○   ○   ユ   ○   ■   0   ユー  礪   0  0  

15  0   0   ○   書   6   ●   （〕  0  

16 O 0   0   ○   6  ○   20  0  0  

17  ○   ○   ○   ○   8   lユ  0   コ6  青   Cl  0  

柑  0   ○   ○   l   0  ホ   ○   肴   ○  0  

19  0   ○   6   0   ■   ○   0  0  

ヱ○  ○   ○   0   ○  0   ヱ5  0  0  

Zl  0   0   l   0   ●   0  0  

22  ★   ○   ○   0   ○  ヱ   12  0  0  

23  十   8   ¢   ○   ヱ   0  ○   10  0  0  

2l  0   ○   ‘   lコ   ○  ○   柑  ○  0  

25 x 0   ○   6  有  0  ○  

0   ○   ○   8   ○  ■   0   5l  礪   0  ○  

★   0   0   0   10   8  有   ○   之○  ■   0  ○  

Z8  ○   ○   Z   0  書  コ0  ■   0  0  

ヱ9  0   ○   ○   0  ●   0   t5  ○  0  

30  0   ○   ，   ○   l  禽   川  青   ○  0  

31 x 8   0  ‘  36  不明   0  ○  

コ2  ○   0   ○   l   ■   0   ■   ○  0  

ユ3  ○   3   6  ユ  】■  柑  ■   ○  0  

31  8   ○  t6  0  0  

35 i ○   0   ○   ○  ユ   0  0  

司
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